
児童手当の所得制限について 

 

 

〔審査対象となる所得〕 

(1)受給者本人の所得が対象（世帯合算の所得ではありません） 

 ※父母ともに所得がある場合等は、生計を維持する程度が高い方(原則、所得が高い方)が受給者となります。 

(2)1～5 月分までの手当は前々年の所得、6～12 月分までの手当は前年の所得が対象 

(3)各年 1 月 1 日現在萩市以外にお住まいだった方(住民税が萩市以外から課税される方)は、そのお住まいだっ

た市町村長が発行した所得課税証明書を提出してください。ただし、マイナンバー制度による情報連携により

確認できるときは、省略することができます。 

〔審査対象となる所得の計算方法〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔児童手当の所得制限限度額〕 

扶養親族等

の人数 
 所得制限限度額○B  収入額の目安 

０人 ６２２万円+０万円 ６２２万円 ８３３．３万円 

１人 ６２２万円+１人×３８万円 ６６０万円 ８７５．６万円 

２人 ６２２万円+２人×３８万円 ６９８万円 ９１７．８万円 

３人 ６２２万円+３人×３８万円 ７３６万円 ９６０万円 

４人 ６２２万円+４人×３８万円 ７７４万円 １００２万円 

・所得制限限度額は上記のように、６２２万円に扶養親族１人につき３８万円を加算して計算します。ただし、

扶養親族等が老人控除対象配偶者・老人扶養親族に該当する場合の加算額は、１人につき４４万円です。 

・扶養親族等の人数は、１～5 月分の手当は前々年の、６～１２月分の手当は前年１２月３１日時点の人数です。 

〔児童手当と特例給付の判定〕 

※審査対象所得○Ａと所得制限限度額○Ｂを比べて、受給額が決まります。 

             

 

審査対象

所得○A  

令和３年６月分の児童手当から所得額の計算方法が一部変更になりました 

 

次の所得額の合計 

・総所得(※1) 

・退職所得 

・山林所得 

・土地等に係る事業所得等 

・長期譲渡所得(土地・建物等) 

・短期譲渡所得(土地・建物等) 

・先物取引に係る雑所得 

・条約適用利子等 

・条約適用配当等 

所得額 

 

次の控除額の合計 

・雑損控除 

・医療費控除 

・小規模企業共済  控除 

等掛金控除額   相当額 

・障害者控除 

27 万円(特別 40 万円) 

・ひとり親控除 

35 万円 

・寡婦控除 

27 万円 

・勤労学生控除 

27 万円 

控除額 ８万円 

社会保険料相当額 

として一律に控除 

※1 総所得とは、給与所得(※2)、事業所得、

利子所得、配当所得、不動産所得、一時

所得、雑所得、譲渡所得(土地・建物等以

外)の合計額です。 

なお、給与所得又は雑所得(公的年金等

に係るものに限る)を有する場合、その合

計額から 10 万円を控除した金額を用い

ます。 

※2 給与所得とは、給与支払額ではありま

せん。源泉徴収票では、「給与所得控除後

の金額」欄の金額です。 

○A  ＜ ○B  

⇒ 児童手当 

○A  ＞ ○B  

⇒ 特例給付 


